
東通村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、人事行政の運営等の状況についてお知らせします。

（１）職員の採用状況 （２）職員の退職の状況

（注）他の自治体からの採用者など、新規採用とは

　　　異なる採用者は含んでいません。

（３）職員数（Ｒ4.4.1）

（注）特別職は含みません。

（１）一般行政職の級別職員数の状況

（１）職員の勤務時間（標準的なもの）

（２）年次有給休暇の取得状況

（３）育児休業の状況

163

2

4

106

２級

12 2324

３級

16

3

1

1

29

2

5

給料表

行政職

農業委員会

水道事業会計

合計

2 職員の給与の状況

医療職（三）

１級

15

1 32

1

16

1

6

４級

1

15

1

27

3 職員の勤務時間その他の勤務条件

男性

前年度から引き続いている者 0

新たに育児休業を取得した者 0

全対象者数

計５級

2616合計 106

96

6

1

2

1

6

技能職

教育行政職

教育職

６級

1

議会事務局

競争試験

一般行政職

部局

計

122

選挙管理委員会

監査委員会

教育委員会

村長部局

0

計

計

0

5

86

死亡退職

0

12

2

職員の任免及び職員数に関する状況

失　　職

勧奨退職

医療職

条例定数 現員

6

計

3

0

休憩時間

３８時間４５分 ８：１５ １２：００～１３：００

１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻

１７：００

消化率

4,019 1,014 9.6 25.2%

総付与日数 平均取得日数

106

総取得日数

女性

2

2

教育職 0 懲戒退職

普通退職

定年退職

分限退職

東 通 村 人 事 行 政 の 運 営 等 に 関 す る 状 況

5

1

教育行政職 0

2

0

0

0

（R4.4.1～R5.3.31） （Ｒ4.4.1～Ｒ5.3.31）

（Ｒ4.１.１～Ｒ4.１２.31）

（Ｒ４.4.1～Ｒ５.3.31）
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（１）分限処分者の状況

（２）懲戒処分者の状況

（１）職員の営利企業の従事許可の状況

（１）青森県自治研修所における研修

（２）任命権者が行った研修

（１）健康診断の状況

対象者

新たに採用された職員

勤務条件に関する措置の要求の状況

主査第２部研修 1

4

管理者入門研修

定期健康診断受診者数

49

新採用者前期研修修了者

停職 免職

0

0

報酬を得て事業又は事務に従事する場合

0

減給

条例で定める事由による場合

合計

法令に違反した場合

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の役員、顧問、評議員及び当該会社、団体の重要方針決定
に参画する上級職員を兼ねる場合

5 職員の服務の状況

措置要求件数

０件

10 職員互助会の事業実施状況

村からの補助金 事業状況

０円 清掃ボランティア等

9

主事等の職にある職員で、採用から所定の年数を経過した者

主査（係長級）に昇任した職員

主査（係長級）に昇任後３年の年数を経過した職員

係長又は係長相当職に昇任した後７年を経過した職員

新たに課長補佐又はこれに相当する職に就いた職員

新たに課長又はこれに相当する職に就いた職員

7

職に必要な的確性を欠く場合

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合

区分

主幹研修

０件

継続件数

区分

新採用者後期研修

課長研修

主査研修

措置要求件数

０件 ０件

継続件数

研修回数

０回

9 不利益処分に関する不服申立の状況

46

人間ドック受診者数

6

3

0

6

1

職員の福祉及び利益の保護の状況

8

基
本
研
修

新採用者前期研修

研修参加者数（延べ）

０人

4 職員の分限及び懲戒処分の状況

勤務実績が良くない場合

心身の故障の場合

戒告

刑事事件に関し起訴された場合

失職降任 免職 休職

0

降給 合計

0

0

0

0

0

0 00 0

訓告等

0 0

主事・技師研修

研修名

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合

0 0合計

自ら営利を目的とする場合

6 職員研修の実地状況

0

0

修了者数（人）

0

0

0

000

再任用者研修 新採用者前期研修修了者 3

合計
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